
地方独立行政法人市立大津市民病院救急救命士導入支援アドバイザリー業務　質問への回答

№ 質問内容 回答

1

仕様書「6.受託者要件（1）労働者派遣事業の許可を有していること」についてお伺いしま
す。

本業務は、制度設計、教育・育成、運用定着支援等を主とする救急救命士導入支援アド
バイザリー業務であると理解しております。
当社は、これまで院内救命士制度の導入支援等を、病院様との業務委託（アドバイザリー
業務）として実施してきており、労働者派遣事業の許可は保有しておりません。
このような体制の場合、本件プロポーザルにおいては、受託要件を満たさないという理解
で差し支えないでしょうか。

本プロポーザルにおける業務内容は「救急救命士導入支援アドバイザリー業務」という名称では
ありますが、単なる助言や制度設計に留まるものではなく、実務への落とし込みを見据えた制度
構築および運用支援を含むものと位置付けております。
当院では将来的に救急救命士を複数名雇用し、今回構築いただく制度に基づき業務に従事して
もらうことを想定しており、その過程においては、制度設計段階から実務現場に関与し、当院職員
と協働しながらノウハウを蓄積・移転していくことが不可欠であると考えております。
本契約期間中においても、制度構築および教育・運用支援の一環として、受託者側の人材が当院
職員と共に実務に関与する形態を想定しており、当院が公的な病院であることから、偽装請負と
なる要素を排除するため、実務形態の状況に応じてすぐ対応できるように労働者派遣事業の許可
を有していることを受託者要件として設定しております。

2

1.「９.企画提案作成方法」の各項目（１）～（７）の点数配分をお教えください。
2.「10．審査方法」における参加資格に該当する契約実績を証明できるもの（契約書の写
し）は、企画提案書と併せて、2月20日までに提出をするという理解でよろしいでしょうか。
3.「10．審査方法」内のプロポーザル審査委員会の構成員をお教えください。
4.「10．審査方法（２）企画提案書の審査 ア」のプレゼンテーションに当日入室できる人数を
お教えください。
5.「10．審査方法（２）企画提案書の審査 ア」のプレゼンテーションにおいて、提出した企画
提案書の内容をパワーポイントに置き換え、スライド形式にて説明可という理解でよろしい
でしょうか。
6.「10．審査方法（２）企画提案書の審査 キ」貴院準備のプロジェクタ―利用時において、
弊社より持ち込みのパソコン使用可という理解でよろしいでしょうか。
7.「10．審査方法（２）企画提案書の審査 キ」弊社持ち込みパソコン使用時のプロジェク
ターとの接続はHDMIでよろしいでしょうか。

1.点数配分については、お答えできません。
2.書類提出後に、当院が必要だと判断した場合に提出を求める場合があります。
3.審査委員会の構成員についてはお答えできません。
4.2名程度と考えております。
5.お見込みのとおりです。
6.お見込みのとおりです。
7.お見込みのとおりです。
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